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 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第４号の規定により、次のとお

り道路を指定した。 

  令和６年６月２５日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 
指定に係る 
道路の種類 

指定に係る 
道路の位置 

指定に係る道路 
の延長及び幅員 

メートル 

指 定 番 号 
指定年月日 

１ 法第４２条
第１項第４
号に規定す
る道路 

富岡市富岡字坪ノ内１６２
６－１の一部、１６２６－
２の一部、１６２８－５の
一部、１６２８－５先、１
６２９－３の一部、１６２
９－４の一部、１６２９－
５、１６２９－６、１６２
９－２３の一部、１６２９
－２４の一部、１６３８－
１の一部、１６３８－３の
一部、１６３８－４、１６
３９－２の一部、１６３９
－４の一部、１６３９－５
の一部、１６３９－８の一
部、１６４４－１の一部、
１６４４－３の一部 

延長 １０５．５０ 
幅員   ９．００ 

群馬県指令高土第８８６－１号 
令和６年５月３１日 

 
 

 

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置を指定した。 

令和６年６月２５日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太 
 

番号 
指定に係る 
道路の種類 

指定に係る 
道路の位置 

指定に係る道路 
の延長及び幅員 

メートル 

指 定 番 号 
指定年月日 

１ 
 

法第４２条第１項
第５号に規定する
道路 

北群馬郡吉岡町大字大久
保３４３０－４、３４３
１－２ 

延長    ４５．４８ 
幅員     ６．１５ 
 

群馬県指令前土第３０４
－２号 
令和６年５月２１日 

２ 
 

同 北群馬郡吉岡町大字下野
田字原６９６－２ 

延長    ３４．９０ 
幅員     ４．２１ 
 

群馬県指令前土第３０４
－３号 
令和６年５月２３日 

３ 
 

同 北群馬郡吉岡町大字大久
保字宮後３２１６－１ 

延長    ２９．２５ 
幅員     ４．６２ 
 

群馬県指令前土第３０４
－４号 
令和６年５月２３日 
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附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

            

                             

■ 

教
育
委
員
会
規
則 

男 

 

男
女 

 

全
日
制 

電
気
科 

電
子
機
械
科 

機
械
科 

男
女 

男
女 

男
女 

昼 昼 昼 

 

全
日
制 

電
気
・
情
報
技
術

科 も
の
づ
く
り
創
造

科 

男
女 

男
女 

昼 昼 
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